
 

岩見沢市自治体ネットワークセンター条例施行規則の  

一部を改正する規則の概要  

 

第１  改正の趣旨  

備品の取得費用及び保守料等の経費を備品使用料に転嫁するため、物品

の使用料に関する規定の整備を行う。  

併せて、岩見沢市自治体ネットワークセンター条例の一部改正（令和７

年条例第２１号）に伴い、様式の整備を行う。  

 

第２  改正の内容  

 (1) 貸出用備品の取得費用及び維持管理に係る経費を使用料に転嫁するた

め、別表で定める備付物件使用料を改定する。  

 (2) 様式について、使用場所から交流センターを削除するとともに、文書番

号（「岩第  号」）の記載を削除する等の整備を行う。  

 

第３  施行期日  

令和８年４月１日  



１ 

 

岩見沢市規則第１３号  

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター条例施行規則の一部を改正する規則を

ここに公布する。  

 

令和  ８  年  ３  月２５日  

 

岩見沢市長  松  野    哲    

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター条例施行規則の一部を改正する規則  

 

 岩見沢市自治体ネットワークセンター条例施行規則（平成９年規則第２２号）

の一部を次のように改正する。  

 

 別表（備考を除く。）を次のように改める。  

別表（第４条関係）  

 備付物件使用料  

種別  単位  使用料  

マ ル チ メ デ ィ ア ホ

ール  

映像・音響基本設備  １式／回  ７，３７０円  

音響基本設備  １式／回  ２，８６０円  

カメラシステム  １式／回  ２，８５０円  

研修・ＡＶ会議室  映像・音響基本設備  １式／回  １，８７０円  

各室共通  デスクトップパソコン  １式／回  ６５０円  

マイクロフォン（有線）  １本／回  ３１０円  

ワイヤレスマイク（無線）  １本／回  ３１０円  

タイピンマイク（無線）  １本／回  ３１０円  

マイクスタンド（卓上）  １本／回  １００円  

マイクスタンド（床上）  １本／回  １００円  

ホワイトボード  １台／回  ２１０円  



２ 

 

レーザーポインター  １台／回  ３１０円  

データプロジェクター  １台／回  ３，３００円  

電源基本料  １口／回  ５３０円  

 

 様式第１号から第３号までを、次のように改める。  



３ 

 

様式第 1号(第 2条関係) 

受理番号      

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター使用許可申請書 

 

年  月  日 

 岩 見 沢 市 長 様 

申 請 者 住 所           

氏 名           

 

 次のとおり使用したいので申請します。 

行 事 名   

使 用 形 態  会議 ・ 展示 ・ 講演 ・ 講習 ・ その他(                 ) 

使用責任者

氏 名 

  
連絡先 

住所 

電話 

使 用 日 時

及 び 場 所 

※準備整理

時間も含む 

年  月  日 

 時 分から 時 分まで 

(  時間) 

内準備整理時間前後  分 

□研修・AV会議室 

□小会議室1 □中会議室 

□マルチメディアホール □控室1 

□控室2 □通訳ブース □小会議室2 

年  月  日 

 時 分から 時 分まで 

(  時間) 

内準備整理時間前後  分 

□研修・AV会議室 

□小会議室1 □中会議室 

□マルチメディアホール □控室1 

□控室2 □通訳ブース □小会議室2 

年  月  日 

 時 分から 時 分まで 

(  時間) 

内準備整理時間前後  分 

□研修・AV会議室 

□小会議室1 □中会議室 

□マルチメディアホール □控室1 

□控室2 □通訳ブース □小会議室2 

使 用 区 分  □一般使用 □営利又は営業目的の使用 使用人数 予定        人 

使 用 内 容   

備付物件の

使 用 
 □有    □無 

特 記 事 項   

※太枠のみご記入ください。 

施設使用料 円 領収欄 特記事項   

冬期加算料 円     

小 計 円 

備付物件使用料 

(内訳は別紙) 
円 

合 計 円 
 



４ 

 

様式第 2号(第 3条関係) 

許可番号      

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター使用許可書 

 

 

年  月  日 

          様 

岩見沢市長           

 

     年  月  日付け申請のあった施設及び備付物件の使用については、次のとおり使用を許可し

ます。 

行 事 名   

使 用 日 時

及 び 場 所 

※準備整理

時間も含む 

年  月  日 

 時 分から 時 分まで 

(  時間) 

内準備整理時間前後  分 

□研修・AV会議室 

□小会議室1 □中会議室 

□マルチメディアホール □控室1 

□控室2 □通訳ブース □小会議室2 

年  月  日 

 時 分から 時 分まで 

(  時間) 

内準備整理時間前後  分 

□研修・AV会議室 

□小会議室1 □中会議室 

□マルチメディアホール □控室1 

□控室2 □通訳ブース □小会議室2 

年  月  日 

 時 分から 時 分まで 

(  時間) 

内準備整理時間前後  分 

□研修・AV会議室 

□小会議室1 □中会議室 

□マルチメディアホール □控室1 

□控室2 □通訳ブース □小会議室2 

使 用 区 分  □一般使用 □営利又は営業目的の使用 

使 用 内 容   

備付物件の

使 用 
 □可    □不可    □非該当 

特 記 事 項   

 

施設使用料 円   特記事項   

冬期加算料 円     

小 計 円 

備付物件使用料 

(内訳は別紙) 
円 

合 計 円 



５ 

 

様式第3号(第3条関係) 

 

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター使用不許可決定通知書 

 

 

 

年  月  日 

 

          様 

 

岩見沢市長         

 

 

 

 

     年  月  日付け申請のあった施設及び備付物件の使用については、次の理由により許可しないこ

とと決定したので通知します。 

 

理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(教示) 



６ 

 

様式第５号を次のように改める。 

 

様式第5号(第5条関係) 

 

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料減免等決定通知書 

 

 

 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

岩見沢市長         

 

 

 

 

     年  月  日付け申請のあった使用料の減免については、次のとおり(減額す

る ・ 免除する ・ 減免を許可しない ) ことと決定したので通知します。 

 

使 用 日 時 

及 び 場 所 

  

減免前の使用料の額      円 

減 免 を す る 金 額      円 

減免後の使用料の額      円 

特 記 事 項 

(許可しない理由 ) 

  

（教示） 



７ 

 

様式第７号を次のように改める。 

 

様式第7号(第6条関係) 

 

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料後納許可(不許可)決定通知書 

 

 

 

年  月  日 

 

         様 

 

岩見沢市長         

 

 

     年  月  日付け申請のあった使用料の後納については、次のとおり(許

可する・許可しない)ことと決定したので通知します。 

 

使 用 日 時

及 び 場 所 

  

後納を許可する

使 用 料 の 額 
円 

納 期 限      年   月   日 

特 記 事 項 

(許可しない理由) 

  

（教示） 



８ 

 

様式第９号を次のように改める。 

 

様式第9号(第7条関係) 

 

 

岩見沢市自治体ネットワークセンター使用料還付(不還付)決定通知書 

 

 

年  月  日  

 

          様 

 

岩見沢市長         

 

 

    年  月  日付け申請のあった使用料の還付については、次のとおり(還付

する・還付しない)ことと決定したので通知します。 

使用許可年月日 年  月  日  許可番号   

使 用 日 時

及 び 場 所 

  

既納の使用料の額            円 

還 付 す る 金 額            円 

特 記 事 項 

(還付しない理由) 

  

（教示） 

 



９ 

 

様式第１２号を次のように改める。 

 

様式第12号(第9条関係) 

岩見沢市自治体ネットワークセンター特別設備設置等許可(不許可)決定通知書 

 

  

年  月  日  

 

          様 

 

岩見沢市長         

 

    年  月  日付け申請のあった特別な設備の設置(特殊物件の搬入)については、次

のとおり決定したので通知します。 

 

1 許可 

使用許可年月日 年  月  日  許可番号   

使 用 場 所 

  

特 別 設 備 又 は

特 殊 物 件 名 

  

許 可 の 条 件 

  

設 置 等 の 期 間 

  

特 記 事 項 

  

 

2 不許可 

  理由 

 

 

（教示） 



１０ 

 

附  則  

（施行期日）  

１  この規則は、令和８年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２  この規則の施行の際、現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額は、

改正後の岩見沢市自治体ネットワークセンター条例施行規則の規定にかかわ

らず、なお従前の例による。  

 


